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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年８月２７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年４月２５日 １２時０５分ごろ 

発生場所 愛媛県宇和島市北福浦漁港 

 庄
しょう

ノ
の

島
しま

灯台から真方位３３６°１,３４０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°０８.２８′ 東経１３２°２６.１７′） 

事故調査の経過  平成２６年５月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 茂
しげ

洋
ひろ

丸、３.５トン 

   ＥＨ３－８４７７１（漁船登録番号）、個人所有 

   ９.４７ｍ（Lr）×２.７８ｍ×１.１２ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数５０、平成２年７月１７日 

Ｂ 漁船 晟
せい

宝
ほう

丸、０.９トン 

   ＥＨ３－８３６６２（漁船登録番号）、個人所有 

   ６.８８ｍ（Lr）×１.８７ｍ×０.７４ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数２５、昭和５７年 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５０歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成９年６月６日 

免許証交付日 平成２３年７月６日 

           （平成２９年６月５日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７４歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５４年６月６日 

    免許証交付日 平成２１年１０月３０日 

           （平成２６年１１月２０日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 重傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首部に擦過傷 

Ｂ 右舷後部外板に破口及び主機等に濡損 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、北福浦漁港内に設置された養殖

いけす
．．．

での餌やり作業を終え、係留場所に戻るため、北福浦漁港の消
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波防波堤（以下「本件防波堤」という。）に沿ってその北方約２０ｍ

沖を約１５ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で西進し

た。 

船長Ａは、本件防波堤西端付近に差し掛かり、昼時に養殖いけす
．．．

に

向けて入航して来る船はいないと思い、少しでも早く帰ろうと、約２

０kn の速力に増速しながら右転し、本件防波堤西端を約１０ｍ離す

態勢で出航しようとしていたところ、本件防波堤西端の南側から現れ

たＢ船を認めた。 

Ａ船は、船長ＡがＢ船との衝突を避けようと主機を後進一杯にした

ものの、本件防波堤西端北方沖において、平成２６年４月２５日１２

時０５分ごろ、Ａ船の船首部とＢ船の右舷船尾部付近とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、本件防波堤の北方に設置された

養殖いけす
．．．

に向かうため、本件防波堤の南方沖を約１７kn の速力で

北西進した。 

Ｂ船は、船長Ｂが、日頃から本件防波堤西端付近から出航して来る

船を見掛けなかったので、同防波堤付近から出航して来る船はいない

と思い、養殖いけす
．．．

に最短距離で行けるよう右転して本件防波堤西端

を約５ｍ離す態勢で入航していたところ、本件防波堤西端を通過した

辺りで、右舷船首方にＡ船を認めたものの、どうすることもできず、

Ａ船と衝突した。 

船長Ｂは、割れた外板に右足を挟まれ、Ｂ船がＡ船にえい
．．

航されて

北福浦漁港に入港した後、救急車で病院へ搬送され、１週間の入院及

び通院加療を要する右大腿打撲傷並びに左下腿打撲傷と診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船の損傷状況、写真２ 

Ｂ船の損傷状況 参照） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の初期 

 その他の事項 船長Ａ及び船長Ｂは、本事故当時、本件防波堤が海面上約３ｍの高

さまであり、本件防波堤が障害物となって反対側の状況を確認するこ

とができなかった。 

船長Ａは、養殖いけす
．．．

から帰港する際、日頃、本件防波堤の西側を

大回りして通過するようにしていたが、本事故当時、早く帰りたかっ

たので、最短距離である本件防波堤沿いに航行していた。 

船長Ｂは、係留場所から養殖いけす
．．．

に向かう際、日頃、本件防波堤

西端から約３０ｍ離して通過していた。 

北福浦漁港は、港則法の適用されない港であった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ あり 
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 判明した事項の解析  Ａ船は、北福浦漁港を出航中、船長Ａが、昼時に養殖いけす
．．．

に向け

て入航して来る船はいないと思い、少しでも早く帰ろうと、本件防波

堤西端に接近して航行したことから、入航するＢ船に気付くのが遅

れ、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、北福浦漁港へ入航中、船長Ｂが、日頃から本件防波堤西端

付近から出航して来る船を見掛けなかったので、同防波堤付近から出

航して来る船はいないと思い、本件防波堤西端に接近して航行したこ

とから、出航するＡ船に気付くのが遅れ、Ａ船と衝突したものと考え

られる。 

 船長Ａ及び船長Ｂは、潮汐が上げ潮の初期であり、潮位が低く、本

件防波堤が障害物となって相手船に気付くのが遅れたものと考えられ

る。  

原因  本事故は、北福浦漁港において、Ａ船が出航中、Ｂ船が入航中、船

長Ａが、昼時に養殖いけす
．．．

に向けて入航して来る船はいないと思い、

少しでも早く帰ろうと、また、船長Ｂが、日頃から本件防波堤西端付

近から出航して来る船を見掛けなかったので、同防波堤付近から出航

して来る船はいないと思い、共に本件防波堤西端に接近して航行した

ため、相手船に気付くのが遅れ、両船が衝突したことにより発生した

ものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・港則法の適用されない港であっても、見通しの悪い防波堤突端を

通過する際には、出会い頭に衝突する危険があるので、防波堤突

端を右舷に見て航行するときは、できるだけ同突端に近寄り、左

舷に見て航行するときは、できるだけ同突端に遠ざかって航行す

ることが望ましい。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

事故発生場所 
（平成２６年４月２５日 １２時０５分ごろ発生） 
 

Ａ船 

Ｂ船 

本件防波堤 

Ａ船の養殖いけす
．．．

 

Ｂ船の養殖いけす
．．．

 北福浦漁港 

愛媛県宇和島市 

庄ノ島灯台 
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写真１ Ａ船の損傷状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船の損傷状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

損傷箇所 

損傷箇所 

船首方 


